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内容

•これまでの経緯

•情報提供の流れ／
• 全体像／産科医療機関／自治体／認証施設

•大切にしてほしいこと
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ＮＩＰＴ等の出生前検査に関する専門委員会
報告書
令和３（２０２１）年５月厚生科学審議会科学技術部会
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厚生科学審議会先端医療技術評価部会・
出生前診断に関する専門委員会

１９９９年「母体血清マーカー検査に関する見解」

問題点
(1) 妊婦が検査の内容や結果について十分な認識を持たずに
検査が行われる傾向があること

(2) 確率で示された検査結果に対し妊婦が誤解したり不安を
感じること

(3) 胎児の疾患の発見を目的としたマススクリーニング検査と
して行われる懸念があること

適切かつ十分な遺伝カウンセリングを提供できる体制下で、
産婦人科医が妊婦に対して、マーカー検査について適切に
情報を提供することを条件に容認されている。



1999年以降の
出生前検査を取り巻く状況の変化

NIPT（２０１３年）の導入

胎児超音波精度の向上

胎児医療や新生児医療の質向上

専門的な遺伝カウンセリング体制

障害児・者福祉の充実

母子保健サービスの充実と女性健康支援

妊産婦や子育て世代の状況

ICTの普及



ＮＩＰＴ等の出生前検査に関する専門委員会 報告書
令和３（２０２１）年５月厚生科学審議会科学技術部会

出生前検査の基本的な考え方

① 出生前検査は, 胎児の状況を正確に把握し，将来の予測をたて，妊
婦及びそのパートナーの家族形成の在り方等に係わる意思決定の支
援を目的とする。

② ノーマライゼーションの理念を踏まえると，出生前検査をマススクリー
ニングとして 一律に実施することや，これを推奨することは，厳に否定
されるべきである。

③ 妊婦等が，出生前検査がどのようなものであるかについて正しく理解
した上で，これを受検するかどうか，受検するとした場合に，どの検査
を選択するのが適当かについて熟慮の上，判断ができるよう妊娠・出
産・育児に関する包括的な支援の一環として，妊婦等に対し，出生前
検査に関する情報提供を行うべきである。



ＮＩＰＴ等の出生前検査に関する専門委員会 報告書
令和３（２０２１）年５月厚生科学審議会科学技術部会

出生前検査の基本的な考え方

⑥ 受検前後の説明・遺伝カウンセリングを含め出生前検査を受検する
妊婦等への支援は，産婦人科専門医だけで担うべきものではなく，小
児科専門医や臨床遺伝専門医をはじめとした各領域の専門医，助産
師，保健師，看護師，心理職，認定遺伝カウンセラー，社会福祉関連
職，ピアサポーターなど多職種連携により行う必要がある。

⑧ 出生前検査の受検によって胎児に先天性疾患等が見つかった場合
の妊婦等へのサポート体制として，各地域において医療，福祉，ピア
サポート等による寄り添った支援体制の整備等を図る必要がある。



出生前検査施策と
保健師・助産師の葛藤

• 1999年「積極的に知らせる必要はない」とされ、

• 2013年「遺伝医療部門」を中心に運用され、

• 2021年「すべての妊婦に知らせる」という方針になった。

• 情報提供の初期対応は、妊婦健診の初診時や、母子健康手帳の配布

時という通過点で行うことが想定されている。（保健師や助産師

は）妊婦の不安を助長する懸念を含み、対応の難しさが増している。

• 日本では一般産科医療機関での情報提供が不十分な場合、遺伝カウ

ンセリングを伴わない非認証施設での受検が増加することが懸念さ

れている。

• 倫理的に難しい状況が増える中で、子どもを産み育てる人々の身近

な相談者として、保健師等には倫理的配慮が求められている。



妊娠中の女性にとって重要なこと

正常性維持

• 母子の健康維持

• 積極的な分娩

• 積極的な母性役

割移行

タイムリーな

情報

• 生物学的

• 生物医学的

• 行動的

• 社会文化的

サポート

• 社会的

• 文化的

• 感情的

• 心理的

What Matters to Women: A Systematic Scoping Review to Identify the Processes and Outcomes of 
Antenatal Care Provision That Are Important to Healthy Pregnant Women､BJOG , 123 (4), 529-39 
Mar 2016



医療者、妊婦が持つ懸念

 選択的中絶の軽視につながる可能性

 性染色体異数性疾患（マイナーな異常）や性別（非医療
で影響を受けた）胎児の中絶につながる可能性

 インフォームドコンセント、カウンセリング、意思決定が著し
く複雑になる可能性

 妊婦は出生前診断に対し、高い関心を持っているものの、
以下についての懸念をもっている。

 ルーチン化されること

 単純でリスクのない検査を辞退することの正当性が否定され
ること

 受検への圧力が高まること



情報提供の流れ

産科医

療機関

• 初診時

• 妊婦健診時

自治

体
• 母子健康手帳

交付時

認証

施設

• 遺伝カウンセ

リング

非指示的な態度

中立的な立場

産科医、助産師、看護師・・・

保健師等・・・

臨床遺伝専門医、認定遺伝カウンセラー、遺伝看護専門看護師

⇒受検の意思決定



日本医学会

出生前検査認証制度等運営委員会 https://jams-prenatal.jp/

https://jams-prenatal.jp/


日本医学会

出生前検査認証制度等運営委員会
医療関係者・自治体関係者向けTOP

https://jams-prenatal.jp/concerned-person/

https://jams-prenatal.jp/concerned-person/


産科医療機関での情報提供
https://jams-prenatal.jp/file/obstetrics_medical_leaflet.pdf?20221202

https://jams-prenatal.jp/file/obstetrics_medical_leaflet.pdf?20221202


自治体での情報提供

• 先天性疾患があった場合の切れ目ない支援があることを示す。

• 疾病等がある子どもたちの暮らしぶりや成長を具体的に伝える。

妊婦等の熟慮のうえでの選択を尊重する

誘導にならないように

• 受検が社会規範や期待の一部にならないように。

• 受検が社会の暗黙のルールや社会的圧力にならないように。

• 受検しないことに説明と正当化の準備を必要にしないように。

https://jams-prenatal.jp/concerned-person/municipality/

https://jams-prenatal.jp/concerned-person/municipality/


自治体での情報提供
相談ニーズがある妊婦を専門家につなぐ

１．出⽣前検査を考える前に

必要となる正しい情報

２.出生前検査に関する正し
い情報へのアクセス

3.必要に応じ認証医療機関
につながるための情報

https://jams-prenatal.jp/concerned-person/municipality/

https://jams-prenatal.jp/concerned-person/municipality/


１．出⽣前検査を考える前に必要となる
正しい情報

出生前検査は

• 必ずしも全ての妊婦が受ける検査ではないこと

• わかる病気は⼀部であること

• よく考え，受検するかどうかを決めることが⼤切であること

• 受検する場合には適切な時期があること

産まれながらに病気があった場合

• 様々なサポートが受けられること

• 病気の有無やその程度と本⼈及びその家族の幸，不幸は本
質的には関連がないこと



２.正しい出生前検査に関する

情報に行きつく情報

このほか、日本医学会出生前検査認証制度等運営委員会作成のサイトもある

こども家庭庁 出生前検査認証制度等啓発事業 Website



3.必要に応じ認証医療機関につな
がるための情報

図３．日本医学会出生前検査認証制度等運営委員会作成ホームページ



保健師の他部門との連携

• 日頃から産婦人科・小児科の医療機関，福祉関係機関，児

童発達支援センター，ピアサポート団体，地域団体等と出生

前検査に関する状況を共有する。

• 流産・死産，早期新生児死亡が起こること，妊娠の中断を選

択された家族への支援を検討する。必要に応じて産前・産後

サポート事業の利用，医療機関との連携によって支援する。



■一緒に考えましょう出生前検査シンポジウム 第2部講演

ピアサポート団体との連携





認証施設
遺伝カウンセリング

https://jams-prenatal.jp/file/nipt_setsumei_a4.pdf?20240425

日本医学会 出生前検査認証制度等
運営委員会ホームページから一部抜粋

https://jams-prenatal.jp/file/nipt_setsumei_a4.pdf?20240425


⼤切にしてほしいこと 

• 妊婦等の不安に寄り添う（どんなときでも⼀緒に考える）。

• 妊婦等を取り巻く様々な状況の中での（育児）不安の内容を把握し、妊
娠期からきめ細やかな⽀援を⾏う。

• 妊婦等の個々の相談内容に応じて、相談⽀援が包括的に提供できるよう、
速やかに関係機関につなぐことができるようネットワークづくりを⾏う。

• ノーマライゼーションの理念を踏まえ、出⽣前検査をマススクリーニン
グとして⼀律に実施することや、これを推奨することは、厳に否定され
るべきこと。

• 妊婦やそのパートナーが正しい情報をもとに、⾃律的な意思決定を⾏う
ための⽀援を⾏う。そのために必要なのが遺伝カウンセリングであるこ
と。

• 相談のしやすい雰囲気やプライバシーに配慮した環境を整える。

自治体における出生前検査に関する情報提供・支援体制の留意事項 (201KB)

https://jams-prenatal.jp/concerned-person/municipality/office/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E7%AA%93%E5%8F%A3%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%AE%E7%95%99%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85.pdf

	スライド 1: 妊婦への出生前検査に関する情報提供について
	スライド 2: 内容
	スライド 3: ＮＩＰＴ等の出生前検査に関する専門委員会　 報告書　 令和３（２０２１）年５月厚生科学審議会科学技術部会 
	スライド 4: 厚生科学審議会先端医療技術評価部会・ 出生前診断に関する専門委員会  １９９９年「母体血清マーカー検査に関する見解」
	スライド 5: 1999年以降の 出生前検査を取り巻く状況の変化
	スライド 6: ＮＩＰＴ等の出生前検査に関する専門委員会　報告書　 令和３（２０２１）年５月厚生科学審議会科学技術部会 　　　　　　　　　　　　　　　　 出生前検査の基本的な考え方
	スライド 7: ＮＩＰＴ等の出生前検査に関する専門委員会　報告書　 令和３（２０２１）年５月厚生科学審議会科学技術部会 　　　　　　　　　　　　　　　　 出生前検査の基本的な考え方
	スライド 8: 出生前検査施策と 保健師・助産師の葛藤
	スライド 9: 妊娠中の女性にとって重要なこと
	スライド 10: 医療者、妊婦が持つ懸念
	スライド 11: 　情報提供の流れ
	スライド 12: 日本医学会　 出生前検査認証制度等運営委員会
	スライド 13: 日本医学会　 出生前検査認証制度等運営委員会 　　　　　　　　　医療関係者・自治体関係者向けTOP
	スライド 14
	スライド 15: 　自治体での情報提供
	スライド 16: 　自治体での情報提供 　相談ニーズがある妊婦を専門家につなぐ 
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23: 認証施設 遺伝カウンセリング
	スライド 24: ⼤切にしてほしいこと 

